
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

許 可 番 号

　

第 ０ １ ２ ５ ０ ０

　

３ ８

　

６ ５

　

８号

　　

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

住

　

所

　

群馬県館林市苗木町２５４８番地

氏

　

名 株式会社 鴇商

　　　　　

代表取締役

　

鴇崎

　

隆広

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の４第１項の許可を受けた者であることを証する。

－－， 冨 ｉ
Ｅぎノ摺

　

許可の有効年月 日

　　　　　

令和１２年１１月１７日

モ葉県、
府：事

１． 事業の範囲

　

（１） 事業の区分

　　

収集・運搬 （積替・保管を除く。）

　

（２） 特別管理産業廃棄物の種類

　　

ア 廃油 （揮発油類， 灯油類及び軽油類に限り， 特定有害産業廃棄物であるものを除く。），

　　

イ 廃酸 （水素イオン濃度指数 ２．０以下のものに限り， 特定有害産業廃棄物であるものを除

　　　

く。）， ウ 廃アルカリ （水素イオン濃度指数１２．５以上のものに限り， 特定有害産業廃棄物で

　　

あるものを除く。）， エ 感染性産業廃棄物 （特定有害産業廃棄物であるものを除く。）， オ 特

　　

定有害産業廃棄物 （燃え殻， 廃油， 汚泥， 廃酸， 廃アルカリに限る。 含まれる有害物質につ

　　

いては許可証別紙１のとおりとする）

２． 許可の条件

　

な

　

し

３． 許可の更新又は変更の状況

　

令和 ７ 年１１月１８日

　　　

新規許可

４． 積替え許可の有無

　　

有≦・無

　

（積替え許可を有している場合においては， 市名及び許可番号を記載すること。）

５． 規則第１０条の１２第２項の規定による許可証の提出の有無

　　　　

寿…・無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（以 下 余 白）

備考

　　

市長が交付する許可証については， 積替え許可の有無の記載は不要とすること。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　

許 可 番 号

　

第 ０ １ ２ ５ ０ ０

　

３ ８

　

６ ５ ８号
許可証別紙１

特定有害産業廃棄物の種類
特定有害産業廃棄物で下表の有害物質を含むもの。

有害物質
＼＼＼＼
廃
＼
棄物名

鉱さい ばいじん 燃え殻 廃油 汚泥 廃酸 廃ァルカリ

水銀又はその化合物 ○ ○ ○
カドミウム又はその化合物 ○ ○ ○ ○

鉛又はその化合物 ○ ○ ○ ○

有機燐化合物 ○ ○ ○
六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○

枇素又はその化合物 ○

　　　　　　　　　　　　　　

ー ○ ○ ○
シァン化合物 ○ ○ ○
ＰＣＢ

トリクロロエチレン ○ ○ ○ ○
テトラクロロエチレン ○ ○ ○ ○
シぐクロロメタン ○ ○ ○ ○

四塩化炭素 ○ ○ ○ ○
１，２‐シ
ぐクロロエタン ○ ○ ○ ○

１，１－ゾクロロエチレン ○ ○ ○ ○
シスー１，２－ゾクロロエチレン ○ ○ ○ ○
１，１，１－－トリクロロエタン ○ ○ ○ ○
１，１，２－トリクロロエタン ○ ○ ○ ○
１，３－ゾクロロフ

。ロヘ。ン ○ ○ ○ ○
チウラム ○ ○ ○
シマシぐン ○ ○ ○
チオ ンかけぐ ○ ○ ○
ベンゼン ○ ○ ○ ○
セレン又はその化合物 ○ ○ ○ ○
ダイオキシン類

１，４‐シ
ぐオキサン ○ ○ ○ ○


